
② 公費負担医療の取扱い上の
留意点について（マル都以外）

東京都福祉局
生活福祉部医療助成課

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　



 障 心身障害者医療費助成制度（マル障）

 親 ひとり親家庭等医療費助成制度（マル親）

 乳 乳幼児医療費助成制度（マル乳）

 子 義務教育就学児医療費助成制度（マル子）

 青 高校生等医療費助成制度（マル青）

■ 〈助成対象〉
➣ 医療に関する給付が行われた場合の医療費

     ⇒医療保険の自己負担分を助成する。
➣上記５制度のうち、 複数の制度の要件を満たす者であっても、

  重複して受給者証を保持することはできない（いずれかひとつ）。
■ 〈制度の実施主体〉

➣ マル障：東京都 ／ マル親乳子青：区市町村

 障 親 乳 子 青 医療費助成制度



【対象者】
・身体障害者手帳１級、２級（内部障害は３級まで）
・愛の手帳１度・２度

・精神障害者保健福祉手帳１級 ※平成31年1月診療分から適用開始

【実施主体】
東京都
（受給者証の交付等の事務は区市町村窓口）

➣対象除外
・生活保護受給者
・重度障害者になった年齢が65歳以上の方
・重度障害者になった年齢が65歳未満でも、

65歳に達する日の前日までに申請しなかった方 など

（法別80）心身障害者医療費助成制度（マル障）



精神障害者の受給者証取扱いの留意事項

１ マル障の一斉更新時期（毎年９月）とは異なる有効期限の受給者証がある。

窓口で必ず、受給者証有効期限の確認を
お願いいたします

２ 自立支援医療（精神通院医療）等、他公費と併用する場合

高額療養費の受給を受ける場合や、他公費（自立支援医療（更生医療、
精神通院医療等）等）をお持ちの場合は、それらを先に適用していた
だき、適用後なお自己負担分がある場合に、マル障の助成対象とな
ります。

他公費併用の場合は、他公費を優先適用



受給者証（心身障害者医療費助成制度）

※一部負担の有無は、負担者番号を確認してください。

➣９月１日更新（所得による更新）

負担者
番号

８０１３６＊＊＊ ８０１３７＊＊＊

一
部
負
担
金

負担
割合 １割負担

一部負担
なし

負
担
上
限
額

・外来18,000円
（年間上限 144,000円）

・入院57,600円
（多数回 44,400円）

➣年間上限・多数回該当となった場合は、「高額医
療費」として、受給者本人に後で支給する仕組み。

➣医療機関窓口においては、上表の上限額（外来
18,000円、入院57,600円）まで徴収してください。

有効期間を確認！
★精神手帳所持者の場合は、有効期限が一律では

ない（各月の末日付）ので、必ず確認してください。



【対象者】
・ひとり親家庭等の母又は父
・両親がいない児童などを養育している養育者
・ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童
（１８歳に達した年度の末日までの者（障害がある場合は２０歳未満））

【対象除外】 （抄）

・生活保護受給者
・児童福祉施設等に措置により入所している者 ほか

【実施主体】
区市町村

（法別81）ひとり親家庭等医療費助成制度（マル親）



医療証 （ひとり親家庭等医療費助成）

■ 医療証は、１年交代で 「藤色」⇔「桃色」を使用 
■ 医療証は、原則、世帯証として交付される（例外あり）

負担者
番号

８１１３６＊＊＊
８１１３７
＊＊＊

負担
割合

１割負担

一部負担
なし負

担
上
限
額

・外来18,000円
（年間上限 144,000円）

・入院57,600円

（多数回 44,400円）

有効期間を確認

➣年間上限・多数回該当となった場合
は、「高額医療費」として、受給者本
人に後で支給する仕組み。

➣医療機関窓口においては、上表の
上限額（外来18,000円、入院57,600
円）まで徴収してください。
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【対象者】

義務教育就学前までの乳幼児を育てている保護者

（６歳に達する日以後の最初の３月３１日の間にある乳幼児）

【対象除外】 （抜粋）

・生活保護を受けている者（乳幼児）

・児童福祉施設等に措置により入所している乳幼児 ほか

【実施主体】 区市町村

（法別88）乳幼児医療費助成制度（マル乳）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　



医療証 （乳幼児医療費助成制度）

★毎年１０月１日更新

■ 医療証は１年交代で、
  「淡い緑」⇔「淡いオレンジ」を使用

有効期間を確認

負担者番号
８８１３２＊＊＊

 ８８１３８＊＊＊

一部負担なし



【対象者】

小学１年生から中学３年生までの義務教育就学期にある児童を養育している者

【対象除外】 （抜粋）

・生活保護受給者

・児童福祉施設等に措置により入所している 等

【実施主体】 区市町村

【助成範囲】

（法別88）義務教育就学児医療費助成制度（マル子）

負担者番号

診療種別

８８１３１＊＊＊
８８１３４＊＊＊

８８１３５＊＊＊
８８１３７＊＊＊

入院
調剤

訪問看護
一部負担金なし ※入院時食事療養標準負担額は自己負担です。

通院
（施術を含む）

１回につき２００円（上限）

（徴収方法）
◆１日のうちに同一医療機関に２回通院した場合でも１回分だけ徴収。

一部負担金なし

10



【対象者】

15歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から18歳に達する日以後の最初の３月
31日までの間にある高校生等（高校に在学していない者含む）を養育している者

【対象除外】 （抜粋）

・生活保護受給者

・児童福祉施設等に措置により入所している 等

【実施主体】 区市町村

【助成範囲】 ※負担者番号がマル乳・マル子（法別88）とは異なります。

（法別89）高校生等医療費助成制度（マル青）

負担者番号

診療種別

８９１３１＊＊＊
８９１３４＊＊＊

８９１３５＊＊＊
８９１３７＊＊＊

入院
調剤

訪問看護
一部負担金なし ※入院時食事療養標準負担額は自己負担です。

通院
（施術を含む）

１回につき２００円（上限）

（徴収方法）
子義務教育就学児医療費助成と同じ方法です。
◆１日のうちに同一医療機関に２回通院した場合でも１回分だけ徴収。

一部負担金なし
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医療証 （義務教育就学児・高校生等医療費助成制度）

有効期間を確認

■ 医療証は１年交代で、「淡い緑」⇔「淡いオレンジ」を使用

通院 自己負担あり
の受給者証

※医療証の右上に「通院負担有200円」とある
場合は、 通院について自己負担があります。★毎年１０月１日更新



負担者番号の変更について

 都は令和７年10月から子供の医療費助成（マル乳・マル子・マル青）の所得制限を撤

廃します。

 そのため、令和７年10月から負担者番号が変更になる方が生じます。

 変更前の負担者番号での請求は返戻となりますので、医療機関窓口で医療証を確

認する際は、有効期間と負担者番号の表記について、より一層ご注意ください。

変更前（～令和７年９月） 変更後（令和７年10月～）

自己負担あり
（通院１回200円）

自己負担なし
自己負担あり

（通院１回200円）
自己負担なし

特別区

マル乳 ８８１３２＊＊＊ 変更なし

マル子 ８８１３５＊＊＊ 変更なし

マル青 ８９１３５＊＊＊ 変更なし

市町村

マル乳
８８１３８＊＊＊
８８１３２＊＊＊

８８１３８＊＊＊

マル子
８８１３１＊＊＊
８８１３４＊＊＊

８８１３７＊＊＊
８８１３５＊＊＊

８８１３１＊＊＊ ８８１３７＊＊＊

マル青
８９１３１＊＊＊
８９１３４＊＊＊

８９１３７＊＊＊
８９１３５＊＊＊

８９１３１＊＊＊ ８９１３７＊＊＊



 

レ セ プ ト 
都国保連合会 

 

都 支 払 基 金 保 険 分 ＋ 助 成 分 

★ 保険給付分と助成分を１枚のレセプト（併用レセプト）で請求してください。

注 意

●都外国保の方
（他道府県の市町村国保及び国保組合）

●都外後期高齢者医療の方

（他道府県の広域連合）

併用レセプトでの請求
はできません

・この場合は、窓口では助成制度を適用せず、医療保険の自己負担額を徴収してく
ださい。

・保険分のみをレセプト請求し、助成分は本人が区市町村から現金償還を受ける取
扱いとなります

受給者が都内国保・都内後期高齢の被保険者、
社保の被保険者・被扶養者の場合



難病（54）・小慢（52）と
マル障（80）・マル親（81）（一部負担有）の３併について

【公費適用の順番】

①主保険（国保・社保）
↓

②難病等（54・52）
※54・52の負担上限まで

↓
③マル障・親

（80・81）
※80・81の一部負担ありの場

合は、当該診療の『総点数の
１割分は患者負担』となる。

【難病・小慢の自己負担上限管理票の記入】
・②難病・小慢を適用した結果の一部負担までを記入する。
・実際は難病の次にマル障等を適用して、本人負担額はさらに低いものだったとしても、これは管理票の
対象外（別制度）のものなので、管理票には記入しない。



小慢（52）と
マル子（88）・マル青（89）（一部負担有）の３併について

【公費適用の順番】

①主保険（国保・社保）
↓

②小慢（52）
※52の負担上限まで

↓
③マル子・青

（88・89）
※88・89の一部負担有の場

合は、当該診療の『小慢一
部負担金を限度に、200円
分（上限）は患者負担』となる。

【難病・小慢の自己負担上限管理票の記入】
・②小慢を適用した結果の一部負担までを記入する。
・実際は小慢の次にマル子・青を適用して、本人負担額はさらに低いものだったとしても、これは管理票の
対象外（別制度）のものなので、管理票には記入しない。



＜お願い＞
★ 診療等の際には、受給者証・医療証の

有効期間等を必ずご確認ください。

◇ ホームページのご案内

■ 東京都福祉局トップ
⇒ 分野別のご案内 ⇒ 『 生活の福祉 』 ⇒ 『 医療助成 』

■ 検索サイト で検索

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/index.html

制度 更新月

（８０） マル障 ９月

（８８） マル乳・マル子
１０月

（８９） マル青

（８１） マル親 １月

東京都 医療助成
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